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消防局の概要 

 

１．局長 

 

上山 繁 

２．局の職員数 

 

1,619 人（令和８年４月 20 日現在） 

３．令和８年度予算の概要 

（１）一般会計 予算 （単位：千円）  
歳入 歳出 

款 金額 款 金額 

16 分担金及負担金 278,129 12 消防費 26,902,284 

17 使用料及手数料 37,874   

18 国庫支出金 29,750   

19 県支出金 261,077   

20 財産収入 24,796   

21 寄附金 165,000   

22 繰入金 2,883   

24 諸収入 118,806   

25 市債 7,390,000   

歳入合計 8,308,315 歳出合計 26,902,284 
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消防局 
 

総務部 

総務課 

⑴局所管事務の運営管理に係る総括調整に関すること。 

⑵関係諸機関との連絡及び渉外に関すること。 

⑶消防職員（以下「職員」という。）の給与の支給に関するこ

と。 

⑷消防に関する基本的施策その他重要な施策及び事務事業の

企画、推進及び調整に関すること。 

⑸組織及び制度の調整及び研究に関すること。 

⑹法規に関すること。 

⑺争訟に関すること。 

⑻広報及び広聴に関すること。 

⑼特命による重要事項の調整に関すること。 

職員課 

⑴職員の人事に関すること。 

⑵組織、定数及び制度に関すること（他の所管に属するもの

を除く。）。 

⑶職員の給与の基準に関すること。 

⑷職員の安全衛生に関すること。 

⑸職員の公務災害に関すること。 

⑹共済組合、共助組合その他職員の福利厚生制度事務に関す

ること。 

⑺消防職員委員会に関すること。 

施設課 

⑴消防施設の営繕に関すること。 

⑵局に属する財産の管理に関すること。 

⑶自動車、舟艇、航空機及び機械器具の更新整備に関するこ

と（他の所管に属するものを除く。）。 

⑷自動車の運行管理に関すること。 

⑸自動車事故の処理に関すること。 

⑹消防通信施設の設置、保全及び運営管理に関すること。 

⑺消防通信施設工事の設計、検査及び監督に関すること。 

⑻消防防災情報システムに関すること。 
 

予防部 

予防課 

⑴部内事務の連絡及び調整に関すること。 

⑵火災予防に関すること（他の所管に属するものを除く。）。

⑶防火管理者、防災管理者及び自衛消防組織の育成及び指導

に関すること。 

⑷緊急通報システムに関すること。 

⑸自主防災組織の支援に関すること（他の所管に属するもの

を除く。）。 

⑹火災原因及び損害の調査に関すること。 

⑺火災統計及び調査資料の解析に関すること。 

査察課 

⑴防火対象物の査察に関すること。 

⑵防火管理、防災管理及び防炎規制に関すること。 

⑶火を使用する設備、器具等に対する規制に関すること。 

⑷防火対象物の違反是正に関すること。 

⑸消防用設備等に関すること。 

⑹高層建築物等の防火安全計画の指導に関すること。 

⑺建築確認等の同意及び指導に関すること。 

⑻防火対象物に係る検査（建築確認等の同意を伴うものに限

る。）に関すること。 

⑼消防設備士の指導に関すること。 

⑽防災設備技能講習を行う者に対する指導及び助言に関する

こと。 

危険物保安課 

⑴危険物、危険物施設及び指定可燃物施設の規制等に関する

こと。 

⑵火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある

物質の防災指導に関すること。 

⑶石油コンビナート等災害防止法（昭和 50 年法律第 84 号）

に関すること。 

⑷火薬類取締法（昭和 25 年法律第 149 号）及び高圧ガス保安

法（昭和 26 年法律第 204 号）に関すること。 

⑸液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

（昭和 42 年法律第 149 号）に関すること（経済観光局の所

管に属するものを除く。）。 
 

警防部 

警防課 

⑴部内事務の連絡及び調整に関すること。 

⑵警防業務、消防戦術及び警防訓練に係る施策の企画及び調

整に関すること。 

⑶消防部隊及び車両の配備運用計画に関すること。 

⑷本市に設置される各種対策本部消防部の所管する事務に関

すること。 

⑸風水害対策及び震災対策に関すること。 

⑹消防地水利及び消防活動障害に関すること。 

⑺警防活動に関する個人装備の整備に関すること。 

⑻開発指導に関すること。 

⑼災害活動の指揮及び指揮支援に関すること。 

⑽特殊災害に関すること。 

⑾救助業務に関すること。 

⑿緊急消防援助隊及び消防相互応援等に関すること（他の所

管に属するものを除く。）。 

⒀出初め式の実施に関すること。 

⒁災害の分析、研究、統計及び記録に関すること。 

消防団支援課 

⑴消防団に関すること。 

⑵消防団の施設及び機械器具に関すること。 

⑶消防作業従事者等の災害補償に関すること。 

⑷神戸市消防協会に関すること。 

司令課 

⑴消防部隊の編成、統制及び運用に関すること。 

⑵通報の受理、指令及びこれに付随する業務に関すること（他

の市町から受託した事務を含む。）。 

⑶災害活動の監察に関すること。 

⑷救急医療情報の収集及び気象情報の処理に関すること。 

⑸火災警報、火災注意報及び消防信号に関すること。 

⑹非常招集の伝達並びに関係機関への連絡及び出動要請に関

すること。 

航空機動隊 

⑴航空消防に係る企画及び調整に関すること。 

⑵航空機の運用に関すること。 

⑶航空機及び航空機に装備する資機材の整備、点検及び管理

に関すること。 

⑷航空関連機関等との連絡調整に関すること。 
 

救急部 

救急課 

⑴救急資器材の配置及び開発に関すること。 

⑵救急に係る施策の企画及び調整に関すること。 

⑶救急関係機関との連絡及び調整に関すること。 

⑷救急隊の運用に関すること。  
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消防局 
 

⑸救急情報システム等に関すること。  

⑹患者等を搬送する業務を行う民間の事業者の認定及び指導

に関すること。 

⑺救急需要対策に関すること。  

⑻救急隊員の教育及び訓練に関すること。 

⑼メディカルコントロール体制に関すること。  

⑽水上消防署の救急業務等の実施に関すること。 
 

市民防災総合センター 

⑴職員及び消防団員の教育訓練（自動車の運転及び管理に係

るものを除く。）に関すること。 

⑵消防科学の研究に関すること。 

⑶危険物等の鑑定及び判定に関すること。 

⑷市民生活の安全に関わる機器の研究及び開発に関するこ

と。 

⑸防災センターにおける市民に対する防災教育に関するこ

と。 

⑹応急手当等の普及及び推進に関すること。 

⑺緊急消防援助隊及び消防の相互の応援に伴う防災センター

の拠点としての運用に関すること。 

⑻特別消防隊の運用に関すること。 

⑼消防音楽隊に関すること。 

⑽防火対象物の査察の実施の支援に関すること。 
 

消防署 

（東灘・灘・中央・兵庫・北・長田・須磨・垂水・西）

総務査察課 

＜総務係＞ 
⑴消防署、総務査察課及び消防防災課の庶務並びに署内の事

務の連絡、調整及び改善に関すること。 
⑵文書及び公印の管守に関すること。 
⑶広報及び広聴に関すること。 
⑷事務処理用電子計算機の管理に関すること。 
⑸職員の人事、給与、教養及び服務に関すること。 
⑹職員の安全衛生管理に関すること。 
⑺職員の公務災害補償事務に関すること。 
⑻消防作業従事者等の災害補償事務に関すること。 
⑼経理に関すること。 
⑽庁舎管理に関すること。 
⑾職員の福利厚生に関すること。 
⑿安全運転管理者の職務に関すること。 
⒀交通事故の示談解決に関すること。 
⒁防火安全協会・防火協会との連携に関すること。 
⒂出張所に関することのうち、他の係の所管に属しないこと。

⒃救急ステーションに関することのうち、救急係の所管に属

しないこと（西消防署に限る。）。 
⒄他の課及び係並びに分署の所管に属しないこと。 
 
＜査察係＞ 
⑴防火管理者、防災管理者及び危険物取扱者等の教養指導に

関すること。 
⑵自衛消防組織（事業所の自衛消防組織に限る。）の育成及び

指導に関すること。 
⑶神戸市火災予防条例（昭和 37 年４月条例第６号）に基づく

届出（火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのあ

る行為、煙火打上げ・仕掛け、水道断水・減水、道路工事・

占用・使用、露店等の開設及び指定洞道等の届出並びに消

防用設備等の設置計画の届出を除く。）に関すること。 
⑷防火対象物の査察の実施に関すること。 
⑸防火対象物の違反処理の執行に関すること。 
⑹防火管理及び防災管理の指導及び規制に関すること。 
⑺消防用設備等の点検の指導及び規制に関すること。 

(8)消防用設備等の指導及び規制に関すること。 
⑼防火対象物の検査に関すること。 
⑽消防危険物及び指定可燃物の指導及び規制に関すること。

(11)石油コンビナート等災害防止法（昭和 50 年法律第 84 号）

に基づく特定事業所の指導及び規制に関すること。 
⑿火薬類取締法（昭和 25 年法律第 149 号）、高圧ガス保安法

（昭和 26 年法律第 204 号）及び液化石油ガスの保安の確

保及び取引の適正化に関する法律（昭和 42 年法律第 149
号）に関すること。 

⒀火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、核燃料物質、核原料物

質、放射性同位元素、毒物、劇物等に係る施設の火災の予

防に係る指導及び消火活動の障害に係る調査に関するこ

と。 
⒁前各号に掲げるもののほか、査察及び違反処理業務その他

の防火対象物の安全性の確保に関すること。 

消防防災課 

＜消防第１係、消防第２係及び消防第３係＞ 
⑴災害の警戒及び防除並びにその計画及び訓練に関するこ

と。 
⑵災害活動の指揮及び安全管理に関すること。 
⑶火災警報、火災注意報及び消防信号に関すること。 
⑷消防地理及び消防水利の調査並びに消防対象物の警防調査

に関すること。 
⑸整備管理者の職務に関すること。 
⑹消防機械器具の保守管理に関すること。 
⑺消防用車両、機械器具、通信施設及び水防倉庫の運用に関

すること。 
⑻関係法令に基づく応急措置の命令等に関すること。 
⑼救助業務の実施及び訓練に関すること。 
⑽火災の原因及び損害の調査に関すること。 
⑾災害情報の収集及び記録に関すること。 
⑿被災証明に関すること。 
⒀消防対象物の査察の実施及び住宅の防火指導等に関するこ

と。 
⒁神戸市火災予防条例に基づく届出（火災とまぎらわしい煙

又は火炎を発するおそれのある行為、煙火打上げ・仕掛け、

水道断水・減水、道路工事・占用・使用、露店等の開設及び

指定洞道等の届出に限る。）に関すること。 
⒂屋外催しに係る防火管理に関すること。 
⒃消防団に関すること。 
⒄火災予防広報に関すること。 
⒅防災福祉コミュニティその他の地域の防災組織に関するこ

と。 
⒆防災教育の支援に関すること。 
⒇自衛消防組織（事業所の自衛消防組織を除く。）の育成及び

指導に関すること。 
(21)事業所の防災協力（総務係の所管に属するものを除く。）に

関すること。 
(22)前各号に掲げるもののほか、消防警備及び火災の予防業務

の実施（査察係の所管に属するものを除く。）に関すること。

※消防第１係、消防第２係及び消防第３係の係別分掌事務

は、消防局長が定める。 
 
＜救急係＞ 
⑴救急業務の実施及び訓練に関すること。 
⑵救急統計及び救急報告に関すること。 
⑶管轄区域内における関係機関との連絡調整に関すること。

⑷市民救急の普及啓発に関すること。 
⑸救急広報に関すること。 
⑹消防対象物の査察の実施に関すること。（消防係の所管に属

するものを除く。） 
⑺その他救急事務に関すること。 

3



消防局 
 

北神分署 

⑴地域住民、消防団、各種団体等との消防に関する事務の調

整に関すること。 
⑵分署の庶務に関すること。 
⑶公印の管守に関すること。 
⑷職員の安全衛生管理に関すること。 
⑸庁舎管理に関すること。 
⑹安全運転管理者の職務に関すること。 
⑺車両及び機器の保守管理に関すること。 
⑻予防査察及び指導に関すること。 
⑼神戸市火災予防条例に基づく届出の受付に関すること。 
⑽防火相談に関すること。 
⑾自衛消防訓練の実施に関すること。 
⑿総務査察課査察係第 14 号に掲げる事務に関すること。 
⒀消防防災課消防第１係、消防第２係及び消防第３係の分掌

事務に関すること。 
⒁消防防災課救急係の分掌事務に関すること。 
⒂前各号に掲げるもののほか、署長が特に必要があると認め

る事項に関すること。 

出張所（有馬・北須磨） 

⑴出張所の庶務に関すること。 
⑵職員の安全衛生管理に関すること。 
⑶庁舎管理に関すること。 
⑷安全運転管理者の職務に関すること。 
⑸車両及び機器の保守管理に関すること。 
⑹予防査察及び指導に関すること。 
⑺神戸市火災予防条例に基づく届出の受付に関すること。 
⑻防火相談に関すること。 
⑼自衛消防訓練の指導に関すること。 
⑽総務査察課査察係第 14 号に掲げる事務に関すること。 
⑾消防防災課消防第１係、消防第２係及び消防第３係の分掌

事務（第 12 号を除く。）に関すること。 
⑿消防防災課救急係の分掌事務に関すること。 
⒀前各号に掲げるもののほか、署長が特に必要と認める事項

に関すること。 
 

水上消防署 

＜総務係＞ 
⑴消防署の庶務並びに署内の事務の連絡、調整及び改善に関

すること。 
⑵文書及び公印の管守に関すること。 
⑶広報及び広聴に関すること。 
⑷事務処理用電子計算機の管理に関すること。 
⑸職員の人事、給与、教養及び服務に関すること。 
⑹職員の安全衛生管理に関すること。 
⑺職員の公務災害補償事務に関すること。 
⑻消防作業従事者等の災害補償事務に関すること。 
⑼経理に関すること。 
⑽庁舎管理に関すること。 
⑾職員の福利厚生に関すること。 
⑿安全運転管理者の職務に関すること。 
⒀交通事故の示談解決に関すること。 
⒁防火安全協会・防火協会との連携に関すること。 
⒂他の係の所管に属しないこと。 
 
＜査察係＞ 
⑴防火管理者、防災管理者及び危険物取扱者等の教養指導に

関すること。 
⑵自衛消防組織（事業所の自衛消防組織に限る。）の育成及び

指導に関すること。 
⑶神戸市火災予防条例に基づく届出（火災とまぎらわしい煙

又は火炎を発するおそれのある行為、煙火打上げ・仕掛け、

水道断水・減水、道路工事・占用・使用、露店等の開設及び

指定洞道等の届出並びに消防用設備等の設置計画の届出を

除く。）に関すること。 
⑷防火対象物の査察の実施に関すること。 
⑸防火対象物の違反処理の執行に関すること。 
⑹防火管理及び防災管理の指導及び規制に関すること。 
⑺消防用設備等の点検の指導及び規制に関すること。 
⑻消防用設備等の指導及び規制に関すること。 
⑼防火対象物の検査に関すること。 
⑽消防危険物及び指定可燃物の指導及び規制に関すること。

⑾石油コンビナート等災害防止法に基づく特定事業所の指導

及び規制に関すること。 
⑿火薬類取締法、高圧ガス保安法及び液化石油ガスの保安の

確保及び取引の適正化に関する法律に関すること。 
⒀火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、核燃料物質、核原料物

質、放射性同位元素、毒物、劇物等に係る施設の火災の予

防に係る指導及び消火活動の障害に係る調査に関するこ

と。 
⒁前各号に掲げるもののほか、査察及び違反処理業務その他

の防火対象物の安全性の確保に関すること。 
 
＜消防第１係、消防第２係及び消防第３係＞ 
⑴災害の警戒及び防除並びにその計画及び訓練に関するこ

と。 
⑵災害活動の指揮及び安全管理に関すること。 
⑶火災警報、火災注意報及び消防信号に関すること。 
⑷消防地理及び消防水利の調査並びに消防対象物の警防調査

に関すること。 
⑸整備管理者の職務に関すること。 
⑹消防機械器具の保守管理に関すること。 
⑺消防用車両、機械器具、通信施設及び水防倉庫の運用に関

すること。 
⑻関係法令に基づく応急措置の命令等に関すること。 
⑼救助業務の実施及び訓練に関すること。 
⑽火災の原因及び損害の調査に関すること。 
⑾災害情報の収集及び記録に関すること。 
⑿被災証明に関すること。 
⒀消防対象物の査察の実施及び住宅の防火指導等に関するこ

と。 
⒁神戸市火災予防条例に基づく届出（火災とまぎらわしい煙

又は火炎を発するおそれのある行為、煙火打上げ・仕掛け

及び指定洞道等の届出に限る。）に関すること。 
⒂屋外催しに係る防火管理に関すること。 
⒃消防団に関すること。 
⒄火災予防広報に関すること。 
⒅防災福祉コミュニティその他の地域の防災組織に関するこ

と。 
⒆防災教育の支援に関すること。 
⒇自衛消防組織（事業所の自衛消防組織を除く。）の育成及び

指導に関すること。 
(21)事業所の防災協力（総務係の所管に属するものを除く。）に

関すること。 
(22)前各号に掲げるもののほか、消防警備及び火災の予防業務

の実施（査察係の所管に属するものを除く。）に関すること。

(23)救急業務の実施及び訓練に関すること。 
(24)救急統計及び救急報告に関すること。 
(25)管轄区域内における関係機関との連絡調整に関すること。

(26)市民救急の普及啓発に関すること。 
(27)救急広報に関すること。 
(28)その他救急事務に関すること。 

※消防第１係、消防第２係及び消防第３係係別分掌事務

は、消防局長が定める。 
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令和８年度 主要事業 

 

１ 激甚化・頻発化する災害への備え 

（１）三田市との消防指令事務の共同運用（総務課・施設課・司令課） 

   神戸市・三田市における災害対応力の向上を図るため、消防指令事務の共同

運用に向けた消防指令システム構築を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）実践的訓練施設の整備（施設課・警防課） 

   多様な災害に対応できる消防職団員の育成を図るため、様々な災害現場を再

現できる実践的訓練施設（風水害対応訓練施設、震災対応訓練施設、ドローン

訓練場）を市民防災総合センターに整備する。 

 

   
 

   

（３）情報収集用ドローンの運用（警防課） 

   災害状況を迅速に把握し適切な初動対応を行うため、各消防署に配置したド

ローンの操縦技能の向上を図るとともに、老朽化した機体を更新する。 

 

（４）神戸市・兵庫県消防防災ヘリコプター共同運航（航空機動隊） 

機動的に災害対応を行う体制を確保するため、兵庫県との消防防災ヘリコプ

ター３機の共同運航を継続するとともに、老朽化した機体を更新する。 

風水害対応訓練 

消防指令事務 
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２ 幅広い世代の参加による地域防災力の向上 

（１）防災福祉コミュニティ支援事業の推進（予防課） 

   地域防災力の向上を図るため、将来の地域防災の担い手である若い世代（防

災ジュニアチーム）の育成支援や企業等による地域防災活動の活性化を図る。 

 

（２）消防団の充実強化（消防団支援課） 

   地域の防災拠点としての機能強化を図るため、老朽化した消防団施設の現状

を調査し計画的な整備を進める。また、消防団員の入団促進に取り組むととも

に、小型動力ポンプ積載車及び小型動力ポンプを更新する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 市民・事業所等の安全対策の推進 

（１）火災予防の啓発（予防課） 

   住宅火災による被害の軽減を図るため、住宅用火災警報器の普及促進及び

維持管理の徹底、並びに高齢者や外国人への火災予防啓発を推進する。 

 

（２）防災教育の充実及び応急手当の普及推進（市民防災総合センター） 

   市民の防災意識の向上を図るため、火災・土砂災害ＶＲ、消火訓練ＡＲ及び

ＶＲ起震車を活用した防災教育を実施する。また、若い世代を対象とした市民

救命士講習を推進し、応急手当の普及を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小型動力ポンプ訓練 

 

ＡＲを活用した災害疑似体験 
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４ 安定的な救急サービスの提供 

（１）救急活動の充実強化（救急課） 

   安定した救急サービスを実現するため、マイナンバーカードを活用した救急

活動を推進するとともに、救急情報システム（タブレット）の運用により医療

機関との連携を充実させ、救急隊員の負担軽減と効率化を図る。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）救急車の適正利用の促進（救急課） 

   救急車の適時・適切な利用を促すため、「救急安心センターひょうご（#7119）」

及び民間搬送事業者を紹介する「おくる電」の利活用の推進を図る。 

 

（３）高度救命体制の推進（救急課） 

   救える命を救うため、救急救命士の新規養成及び高度な救命処置の実習等を

実施する。 

 

５ 神戸のまちと人を守るための組織づくり 

（１）北神消防署の整備（施設課） 

   地震や土砂災害などの自然災害に対する北神地区の消防防災体制の強化を図

るため、北消防署北神分署を北神消防署に格上げし、必要な施設を整備する。 

 

（２）灘消防署の整備（施設課） 

   灘区の防災拠点である灘消防署の機能強化を図るため、現地での建て替え工

事を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

救急情報システム 

灘消防署 完成予想図 
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（３）新型活動服の導入（職員課） 

   消防職員の高温環境下における熱中症予防のため、通気性に優れた新型活動

服を導入する。 
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